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〇議事日程（第１号） 

第 １  会議録署名議員の指名の件 

第 ２  会期決定の件   ７月２９日  １日間 
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会 計 管 理 者   中 田 繁 利 君     総 務 課 長   田 中 利 幸 君      

防 災 担 当 課 長   伊 藤 芳 昭 君     産 業 振 興 課 長   前 田   満 君 
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主 事    新 井 沙 季 君 
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午前１０時３０分 開会 

（出席議員 １４名） 

 

 

◎開会宣告 

○議長（西村昭教君） 御出席まことに御苦労に存じま

す。ただいまの出席議員は１４名であります。これより

平成２３年第３回上富良野町議会臨時会を開会いたし

ます。 
 

 

◎開議宣告・議会運営等諸般の報告 

○議長（西村昭教君） 直ちに、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおり

であります。 

○議長（西村昭教君） 日程に入るに先立ち、議会運営

等諸般の報告をいたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（野﨑孝信君） 御報告申し上げます。今臨

時会は７月２６日に告示され、同日議案等の配付をいた

しました。 

今臨時会に提出の案件は、町長から提出の議案２件及

び報告１件並びに議会運営委員長から報告のありまし

た議員派遣結果報告の件であります。 

 なお、議案第２号財産取得の件は、本日、お手元に配

付をいたしました。 

今臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出席を

求め、別紙配付のとおり出席しております。以上であり

ます。 

○議長（西村昭教君） 以上をもって議会運営等諸般の

報告を終わります。 

 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（西村昭教君） 日程第１ 会議録署名議員の指

名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、

議長において、 

１２番 佐 川 典 子 君 

１３番 長谷川 徳 行 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（西村昭教君） 日程第２ 会期決定の件を議題

といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって、

会期は、本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 報告第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第３ 報告第２号議員派遣

結果報告（全道議員研修会ほか）の件について、報告を

求めます。 

議会運営委員長 中村有秀君。 

○議会運営委員長（中村有秀君） ただいま上程いただ

きました報告第２号議員派遣結果報告（全道議員研修会

ほか）の件について、報告書の朗読によって、報告申し

上げます。 

議員派遣結果報告書。平成２３年第２回定例町議会に

おいて議決された議員派遣について、次のとおり実施し

たので、その結果を報告いたします。 

 平成２３年７月２９日。 

上富良野町議会議長 西村昭教 様。 

議会運営委員長 中村有秀。 

 記。件名 北海道町村議会議員研修会及び先進市町村

行政調査。 

１、調査及び研修の経過。 

平成２３年７月５日、全議員１４名で北海道町村議会

議長会主催の北海道町村議会議員研修会に参加すると

ともに同じく７月６日、江別市においてエネルギーに関

し先進地行政調査を行った。 

２、調査の結果。 

（1）北海道町村議会議員研修会(札幌市)。 

研修会において、東京大学先端科学技術研究センター

教授 御厨貴氏と経済評論家 内橋克人氏による講演

が行われた。東京大学先端科学技術研究センター教授 

 御厨貴氏からは、菅政権と民主党、２大政党政治の危

機はどうして陥ったのか。また、どうしたらこの危機的

状況から抜け出せるかのそれぞれのテーマに沿って、講

演が行われた。 

経済評論家 内橋克人氏からは、東日本大震災の被災

地における現地の状況と課題のほか日本企業が中国な

どのアジアへ進出することで国内の雇用が問題となり、

失業者が増加している。また、多くの穀物を外国に依存

しているため、国家的な危機への対処が必要であり、農

業、食料、エネルギーの自給圏の形成の必要性などにつ

いて講演が行われた。 

（2）先進地行政調査。 
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 ①「ほくでん総合研究所」（江別市）において、次に

より視察を行った。 

・寒冷地向けヒートポンプの高効率化に関する研究。 

・人口着雪実験装置（送電線のギャロッピング（送電

線が上下に激しく振動する現象）や着雪対策に関する研

究）。 

・反音響室（音響測定）。 

・水理膜型実験装置（ダムの土砂流入制御評価）。 

・電力設備点検支援装置（メカトロ技術の活用）。 

・水力・土木設備の診断・保守高度化に関する研究。 

・石炭灰混合レンガの開発、商品化成功（２次製品へ

の有効利用）。 

・石炭火力発電所から発生する石炭灰の土壌改良剤へ

の適用を豪州の大学と共同研究。 

・水かけ流し空調方式による新しいチーズ熟成方式を

採用した熟成庫の研究開発。 

② 江別市役所と市内の「いずみ野小学校」において、

太陽光発電システムの実証実験施設の視察を行った。 

この施設は平成２１年に経済産業省の「低炭素社会に

向けた技術発掘・社会システム実証モデル事業」として

取り組んだもので、現在は江別市に無償貸与され、今後

において４．５年を目途に研究が継続される予定である。 

太陽光発電は気温が１度下がると０．５％の発電効率が

上がるとされ、北海道に優位であるが、一方で積雪寒冷

地の問題である積雪、着雪、降雪の影響を受けるためそ

の実証実験を行っている。 

市役所本庁舎の壁面に設置されたベランダ型太陽光

発電システムは太陽光パネルが５４枚設置され、年間に

一般家庭３軒分の年間電気使用量に相当する電力量が

発電されている。設置の太陽光パネルは、設置角度が９

０度と７５度にそれぞれ設置され、角度の違いによる発

電効率の実験を行うとともに市役所１階には、発電の状

況を示すモニターパネルが設置され、市民がひと目で発

電量などが分かる仕組みとなっている。 

同じく、市内のいずみ野小学校の隣接地に地上設置型

の太陽光パネルが８７枚設置され、年間に一般家庭５軒

分に相当する電力量が発電されている。この施設は積雪

を考慮し、地上から２メートルの高さに設置され、設置

角度や設置の段数、設置フレームの有無など季節、天候、

積雪などの影響を調査しており、施設内にはモニターカ

メラが設置され、離れた場所から確認できる仕組みとな

っている。 

また、学校の校舎内には発電の状況を示すモニターパ

ネルが設置され、児童の学習にも役立っている。 

以上、太陽光発電の実証実験施設の視察を行ったが、

太陽光パネルによる発電量、発電コストのほか設置場所

の確保の課題はあるが、世界的に地球の環境問題の中で

自然エネルギーの普及が求められており、当町において

も学校施設を含め公共施設における積極的な設置の検

討が必要である。 

以上、議員派遣結果をいたすとともに質疑のうえ、お

認めくださるようお願いいたします。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御質疑

があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これをもっ

て、議員派遣結果の報告を終わります。 

 
 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第４ 報告第１号専決処分

報告の件（上富良野町税条例等の一部を改正する条例）

の報告を行います。本件の報告を求めます。 

 町民生活課長 

○町民生活課長（北川和宏君） ただいま上程いただき

ました報告第１号専決処分報告の件につきまして、御説

明申し上げます。 

 国におけます平成２３年度の税制改正法案の成立が

平成２３年３月末になりますことから、３月定例議会に

おきまして、町税条例等の一部を改正する条例につきま

して、町長の専決処分事項として議決をいただきました

が、期限の到来する税負担の軽減措置等をはじめとして、

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制を

整備するための措置を法案から分離する修正が６月１

０日衆議院において、承諾されたところです。 

 これらの措置について、「現下の厳しい経済状況及び

雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法

等の一部を改正する法律案」が同日国会に提出され、６

月２２日参議院におきまして可決され、同法案が成立し、

６月３０日公布されたところです。 

 これを受けまして、条例の公布日が法律の公布日と同

一日となるよう直ちに改正条例の公布をする必要があ

るため、平成２３年６月３０日をもちまして、町税条例

等の一部を改正する条例の専決処分をいたしましたの

で、御報告申し上げます。 

 なお、修正により存置された法案につきましては、「経

済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため

の地方税法等の一部を改正する法律案」として、現在衆

議院において審議中であります。 

 今回の町税条例等の一部改正につきまして、その主な

改正点を御説明申し上げます。 

 第１点目としまして、個人住民税における寄附金税制
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の拡充であります。 

 第２点目としまして、租税罰則の見直しであります。 

 第３点目としまして、税負担軽減措置等に係る肉用牛

の売却による農業所得の課税の特例の縮減延長であり

ます。以上が主な改正点であります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第１号。専決処分報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会にお

いて指定されている次の事項について、別紙のとおり専

決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 記。 

１、処分事項。上富良野町税条例等の一部を改正する

条例。 

次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議会の

議決により指定された町長の専決処分事項について、次

のとおり専決処分する。 

 記。 

１、上富良野町税条例等の一部を改正する条例（別紙

のとおり）。 

 平成２３年６月３０日。 

 上富良野町長 向山富夫。 

 次のページを、お開き願います。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例（上富良野

町税条例の一部改正。） 

 第１条、上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 以下につきましては、大量の条文改正となりますため

に、条例の朗読を省略させていただき、その主な改正点

のみの説明とさせていただきますので、御了承願いたい

と思います。 

 第２６条は、町民税の納税管理人に係る不申告に関す

る過料を３万円から１０万円に引き上げるものであり

ます。 

 第３４条の７は、個人町民税に係る寄附金税額控除の

適用対象に特定非営利活動法人に対する寄附金のうち、

住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定め

るものの追加及び寄附金税額控除の適用下限額を５，０

００円から２，０００円に引き下げるものであります。 

 次に２ページをお開き願います。 

 第３６条の２は、条例第３４条の７の改正による条文

の整理であります。 

 第３６条の３は、地方税法施行規則の改正による条文

の整理であります。 

 第３６条の４は、町民税に係る不申告に関する過料を

３万円以下から１０万円以下に改めるものであります。 

 第５３条の１０は、退職所得申告書の不提出に関する

過料を３万円以下から１０万円以下に改めるものであ

ります。 

 第６１条は、地方税法の改正による条文の整理であり

ます。 

 第６５条は、固定資産税の納税管理人に係る不申告に

関する過料を３万円以下から１０万円以下に改めるも

のであります。 

 第７５条は、固定資産に係る不申告に関する過料を３

万円以下から１０万円以下に改めるものであります。 

 第８８条は、軽自動車税に係る不申告等に関する過料

を３万円以下から１０万円以下に改めるものでありま

す。 

 第１００条の２は、たばこ税に係る不申告に関する過

料を１０万円以下とするものであります。 

 第１０５条の２は、鉱産税に係る不申告に関する過料

を１０万円以下とするものであります。 

 次に、３ページをお開き願います。 

 第１０７条は、鉱産税の納税管理人に係る不申告に関

する過料を３万円以下から１０万円以下に改めるもの

であります。 

 第１３３条は、特別土地保有税の納税管理人に係る不

申告に関する過料を３万円以下から１０万円以下に改

めるものであります。 

 第１３９条の２は、特別土地保有税に係る不申告に関

する過料を１０万円以下とするものであります。 

 附則第７条の４は、寄附金税額控除における地方税法

の改正による条文の整理であります。 

 附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町

民税の課税の特例について、免税対象から除外する飼育

牛の売却頭数を「２，０００頭を越える部分」から「１，

５００頭を越える部分」に縮減し、その適用期限を平成

２７年度まで延長するものであります。 

 次に、４ページをお開き願います。 

 附則第１０条の２は、高齢者の居住の安定確保に関す

る法律の改正による条文の整理であります。 

 附則第１６条の３、附則第１６条の４、附則第１７条、

附則第１８条、附則第１９条、附則第２０条の２及び附

則第２０条の４は、条例附則第７条の４の改正による条

文の整理であります。 

 次に、５ページをお開き願います。 

 別表第１は、条例第３４条の７の改正による表の整理

であります。 

 次に、６ページをお開き願います。 

 別表第２は、条例第３４条の７の改正による表の追加
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であります。 

 （上富良野町税条例の一部を改正する条例の一部改

正）。 

 第２条、上富良野町税条例の一部を改正する条例（平

成２０年上富良野町条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 附則第２条第６項は、条例第３４条の７の改正による

条文の整理であります。 

 附則第２条第１０項、同条第１７項及び同条第２２項

は、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率

の適用期限を２年延長するものであります。 

 （上富良野町税条例等の一部を改正する条例の一部改

正）。 

 第３条 上富良野町税条例等の一部を改正する条例

（平成２２年上富良野町条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 附則第１条及び附則第２条は、非課税口座内上場株式

等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例について、施行

日を２年延長するものであります。 

 改正附則は、改正後の条例について、原則として公布

の日の平成２３年６月３０日から施行することとなり

ますが、附則第１条第１号から次の７ページの第４号ま

でに掲げる規定は、それぞれの項目について、施行日を

定める条文であります。 

 次に、７ページから８ページの附則第２条から附則第

５条は、町民税、固定資産税、町税条例の一部を改正す

る条例の一部改正及び罰則に関する経過措置を規定し

ているものであります。 

 以上をもちまして、上富良野町税条例等の一部を改正

する条例の専決処分についての報告といたします。 

 御承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（西村昭教君） ただいまの報告に対し、御質疑

があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） 御質疑がなければ、これをもっ

て本件の報告を終わります。 

 

 

◎日程第５ 議案第１号 

○議長（西村昭教君） 日程第５ 議案第１号専決処分

の承認を求める件（平成２３年度上富良野町一般会計補

正予算(第４号)）を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただきまし

た議案第１号専決処分の承認を求める件、平成２３年度

上富良野町一般会計補正予算(第４号)の専決処分を行

いました要旨について、御説明を申し上げます。  

本件は７月１４日から１５日の集中豪雨によりまし

て、道路・河川・農道等に被害が発生いたしましたこと

から、緊急に対応するために災害復旧費１億２，３００

万円の予算措置を講じ、歳入の全額を特別交付税として

補正予算を調製して、７月１５日付けで専決処分を行っ

たところであります。 

このようなことから、地方自治法の規定により、予算

の内容を議会へ御報告するとともに、承認をいただくた

めに本議案を上程した次第でございます。 

 それでは、以下議案の説明につきましては、議決項目

の部分につきまして御説明をし、予算の事項別明細書に

つきましては省略をさせていただきますので御了承願

います。 

議案第１号。専決処分の承認を求める件。  

地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記事項

について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、議会の承認を求める。 

記。 

処分事項、平成２３年度上富良野町一般会計補正予算

（第４号） 

裏面を御覧ください。  

専決処分書。 

平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第４号）

を地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分する。  

平成２３年７月１５日。 

上富良野町長 向山富夫。 

次ページに移ります。  

 平成２３年度上富良野町一般会計補正予算（第４号）。 

 平成２３年度上富良野町の一般会計の補正予算（第４

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正）。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

２，３００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ６３億６，２８９万３，０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１

表 歳入歳出予算補正」による。 

１ページをお開きください。 

第１表につきましては、款ごとの名称と補正額のみ申し

上げます。 

 第１表。歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 
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 １０款地方交付税、１億２，３００万円。 

 歳入合計、１億２，３００万円であります。 

 ２、歳出。 

 １３款災害復旧費。１億２，３００万円。 

 歳出合計は１億２，３００万円であります。 

以上、議案第１号専決処分の承認を求める件。平成２

３年度上富良野町一般会計補正予算（第４号）の説明と

いたします。 

御審議いただき、御承認くださいますようお願い申し

上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終わります。 

これより質疑に入ります。 

 ５番、米沢義英君。 

○５番（米沢義英君） 何点か質問したいと思います。 

 まず、第１点目には今回この資料の中では、中長期計

画による根本的な改善を要するところという形で、４地

域が指定されて改善しようということでありますが、実

際、現場見ましたら何回も何回も土砂が流出したり、側

溝の受け入れが小さかったりで溢れて土砂が流出して

いるという状況があります。そういうことを考えますと、

考え方なんですが、これ以外にも実際に現場を見て、そ

ういった対象がまだあると私は考えておりますが、この

点はどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

そういった意味ではエバナマエホロカンベツ川の新屋、

芳賀地先もそうですが、こういうものも含めて、もう一

度根本的に改善を要する地域を見直す必要があるし、改

めて再調査する必要があると思いますが、この点、どの

ように解決されようとしているのか、お伺いいたします。 

 ２つ目には中長期計画という形で、当面の対策は河床

を下げるだとか、護岸を上げるだとかというふうになっ

ておりますが、具体的にそういう対処をしなければ、ま

た、こういったところでも再度繰り返されるわけですか

ら、ぬかりなくやるというのは必要です。同時に自然災

害ですから、いくらこちらがある程度したとしても、そ

れを乗り越えるような水の流出があるということも考

えられます。しかし、いずれにしてもきっちりとした対

策というのは、絶対必要だと考えますので、当面の対策

を含めて、考え方と中長期計画を何年ぐらいの期間で、

これを根本的に解決しようとしているのか、大まかでよ

ろしいと思いますが、分かればお知らせしていただきた

いと思います。 

○議長（西村昭教君） 技術審査担当課長、答弁。 

○技術審査担当課長（松本隆二君） 米沢議員の御質問

にお答えいたします。まず、４か所以外に根本的な改修

が必要な箇所はないかという御質問ですけれども、なか

には当然何箇所かございます。その中で一番重点に置い

ているのが、下流の断面が確保していなければ１区間整

備されても、被害を下流に移動するだけという考えでご

ざいますので、再度、下流がどういうような状況になっ

ているのか再調査をいたしまして、今後、計画を見直し

ていきたいと思っています。 

 ２点目のそれまでに、考えといたしましては大きな費

用をかけないで、かさ上げ等を行って、当面の災害を防

ぐために、部分的に取り付け道路の断面を大きくしたり、

ブロックのかさ上げ等をいたしまして、当面の災害を防

ぐ目的で今回費用を計上してございます。 

それから、３点目の中長期計画を具体的に何年に施工

するかという御質問については、これから出来るだけ国

の補助なり、道営が事業主体になる事業をこれから打合

せいたしまして、早急に計画を立てて、はっきり何年後

とは言えませんけれども、出来るだけ早く対処していき

たいと思いますので御理解よろしくお願いいたします。

以上です。 

○議長（西村昭教君） ほかにございませんか。なけれ

ば、これをもって質疑を終了いたします。討論を省略し、

これより議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。 

よって本件は、原案のとおり承認されました。 

 

 

◎日程第６ 議案第２号 

○議長（西村昭教君） 日程第６ 議案第２号財産取得

の件（業務用ネットワーク機器）を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（田中利幸君） ただいま上程いただきまし

た、議案第２号財産取得の件につきまして、提案の理由

を御説明申し上げます。 

本件は、平成１５年度に公共イントラネット整備事業

により整備したネットワーク設備のうち、耐用年数を過

ぎて老朽化した送受信装置を更新いたしまして、業務系

ネットワークの安定化及び強化を図ろうとするもので

あります。 

購入に当たりましては、行政ネットワーク設備等で納

入実績のある３社を指名いたしまして、７月２８日入札

の結果、リコージャパン株式会社が１，１５７万１，０

７５円で落札し、消費税を加算いたしまして本議案の１，

２１４万９，６２８円でございます。 
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参考までに、２番札は株式会社美唄未来開発センター

の１，３３０万円でございます。 

以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただきます。 

議案第２号。財産取得の件。 

業務用ネットワーク機器を次により取得するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得、又は処分に関

する条例第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記。 

１、取得の目的。業務用ネットワーク機器。 

２、取得の方法。指名競争入札による。 

３、取得金額。１,２１４万９,６２８円。 

４、取得の相手方。北海道旭川市東３条西５丁目。リ

コージャパン株式会社 道北営業部 部長 富澤学。 

５、納期。平成２３年１２月３１日。 

これをもちまして、議案第２号財産取得の件の説明と

いたします。 

御審議をいただきまして、議決くださいますようよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（西村昭教君） これをもって提案理由の説明を

終わります。これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（西村昭教君） なければこれをもって質疑を終

了いたします。討論を省略し、これより議案第２号を採

決いたします。 

本件は、原案のとおり決することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（西村昭教君） 御異議なしと認めます。よって

本件は、原案のとおり可決されました。 

以上をもって、本臨時会に付議された案件の審議は、

全部終了いたしました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（西村昭教君） これにて、平成２３年第３回上

富良野町議会臨時会を閉会といたします。 

 

午前１１時０３分 閉会 
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